
償
却
資
産
の
申
告
を

　
　
　
　
お
願
い
し
ま
す

税
務
課
固
定
資
産
税
係　
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１
１
３
３

　
市
内
に
事
業
用
資
産
（
償
却
資

産
）
を
所
有
し
て
い
る
個
人
や
法

人
の
か
た
は
償
却
資
産
申
告
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
を

経
営
し
て
い
る
か
た
や
、
駐
車
場

や
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
付
け
て
い
る

か
た
な
ど
が
、
そ
の
事
業
の
た
め

に
用
い
て
い
る
構
築
物
、
船
舶
、

機
械
、
工
具
、
器
具
、
備
品
な

ど
の
固
定
資
産
を
償
却
資
産
と
い

い
、
土
地
や
家
屋
と
同
じ
よ
う
に

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
償
却
資
産
の
申
告

　
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
地
方

税
法
第
3
8
3
条
の
規
定
に
よ

り
、
毎
年
1
月
1
日
現
在
に
お
け

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所

在
、
種
類
、
数
量
、
取
得
時
期
、

取
得
価
格
、
耐
用
年
数
、
見
積
価

格
等
、
償
却
資
産
課
税
台
帳
の
登

録
お
よ
び
価
格
の
決
定
に
必
要
な

事
項
を
1
月
31
日
ま
で
に
償
却
資

産
の
所
在
地
の
市
町
村
へ
申
告
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
申
告
書
に
つ
い
て

は
、
12
月
中
ご
ろ
に
償
却
資
産
申

告
の
手
引
き
と
合
わ
せ
て
送
付
す

る
予
定
で
す
の
で
、
申
告
書
作
成

の
際
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

　
過
去
に
取
得
し
た
償
却
資
産
で

申
告
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
正
当
な
理
由
な
く
申
告

が
な
い
場
合
は
、
過
料
を
科
せ
ら

れ
る
ほ
か
、
延
滞
金
を
徴
収
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
の
例

　
償
却
資
産
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
次
の
場
合
は
課
税
の
対

象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

①
耐
用
年
数
1
年
未
満
の
資
産

②
取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
の
資

産
で
、
一
時
に
損
金
算
入
さ
れ
た

資
産

③
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
資

産
で
、
一
括
し
て
3
年
間
で
償
却

を
行
う
資
産

④
自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税

の
課
税
客
体
と
な
る
も
の

　
た
だ
し
、②・③
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
個
別
の
資
産
ご
と
の
耐
用

年
数
に
よ
り
通
常
の
減
価
償
却
を

行
っ
て
い
る
も
の
は
課
税
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
申
告
さ
れ
た
償
却
資
産
の
取
得

価
格
、
取
得
年
月
、
耐
用
年
数
な

ど
か
ら
課
税
標
準
額
を
算
出
し
、

税
率
1.
4
/
1
0
0（
1.
4
％
）

を
乗
じ
た
も
の
が
税
額
と
な
り
ま

す
。　
　

　

課
税
標
準
額
が
1
5
0
万
円

未
満
の
場
合
は
免
税
点
未
満
と
な

り
課
税
は
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
申
告

は
必
要
で
す
。

【
税
額
計
算
例
】

２
５
０
万
円
（
課
税
標
準
額
）

×
1.
4
/
1
0
0
（
税
率
）
＝

3
万
５
０
０
０
円
（
税
額
）

　
た
だ
し
、
土
地
・
家
屋
を
所
有

し
て
い
る
場
合
は
、
合
算
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。

第 1 種（構築物）

第 4 種（航空機）

第 2 種（機械および装置）

第 5 種（車両および運搬機）

第 3 種（船舶）

第 6 種（工具・器具および備品）

門、煙突、鉄塔、舗装
路 面、橋、舗 装 道 路、
広 告 塔、
アンテナ、
庭園など

電気機械、土木機械、発変電設備、
運搬設備など

一般船舶、漁船、モーターボート、
貸しボートなど

特殊自動車（フォークリフト、ユ
ンボなど）、貨車など

机、椅子、ロッカー、パソコン、
複写機、陳列棚、医療器具、自
動販売機、魚類（展示用、観賞用）
など

飛行機、ヘリコプター、
など

11 広報とば  平成30 年 12 月 1 日号


